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5.2.3 議事要旨 

以下に第 1回～第 4回の議事要旨をとりまとめる。 
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5.3 パブリックコメント 

5.3.1 概要 

矢原川ダムの検証に係る検討にあたっては、多くの方から幅広く意見を聴取することを目的と

して、パブリックコメントを実施した。以下にその概要を整理する。 

 

 実施時期 

  平成 22年 12月 9日～平成 23年 1月 11日(第 2回都治川・三隅川治水対策検討委員会終了後) 

 

 意見募集対象 

  ・ダム事業等の点検に対する意見等 

  ・各治水対策案に対する意見等 

  ・その他意見等 

 

 意見の提出方法 

  ・電子メール、ＦＡＸ、郵送 

 

 資料閲覧場所 

  ・島根県 HP 

  ・島根県土木部河川課 

  ・島根県浜田河川総合開発事務所 

  ・県政情報センター（県庁南庁舎１F） 

  ・松江地区県政情報コーナー（松江合同庁舎２F） 

  ・雲南地区県政情報コーナー（雲南合同庁舎１F） 

  ・出雲地区県政情報コーナー（出雲合同庁舎２F） 

  ・県央地区県政情報コーナー（あすてらす２F） 

  ・浜田地区県政情報コーナー（浜田合同庁舎１F） 

  ・益田地区県政情報コーナー（益田合同庁舎２F） 

  ・隠岐地区県政情報コーナー（隠岐合同庁舎３F） 

  ・江津市役所分庁舎 2階（建設部土木建設課内） 

  ・浜田市三隅支所（2階建設課内） 

  ・益田市美都総合支所（1階建設課内） 
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 意見募集の様式 

 

結果の概要 

（１）結果【全体】 

  ・意見総数  ：     12 件  

          内、県内   5 件 

            県外   7 件 

 

（２）矢原川ダムへの意見 

                8 件（波積ダムとの重複意見有り） 

          内、県内  3 件 

            県外  5 件 
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5.3.2 パブリックコメントによる意見集約 

以下に集まった意見の要旨及び意見に対する県の考え方を整理する。 

表 5.3.1 パブリックコメントでの意見の要旨と島根県の考え方【1/2】 

No. 意見の要旨 意見に対する島根県の考え方 

1 

①河道整備については「水際の整備を工夫するこ

とにより、親水性を創出できる」として、プラス

評価とされているが、ダム案の場合も創意工夫に

よって親水性が創出された事例は数多くみられる

のでプラス評価されてもいいと思います。 

②よく検討されており総合評価の結果も妥当なも

のと考えます。 

①全国のダムのなかには、親水性が創出された事

例があることは承知していますが、矢原川ダム案

については、現在実施計画調査中であり不確定要

素など多いため、プラス評価としていません。 

② － 

2 

①治水対策ではダムが有利なのは明らかであり、

流域住民の生命・財産を守るためにはダムが必要

だと思います。 

②治水対策で近年地球温暖化による気象変化に対

応するため、もう少し大きな計画としたほうが良

いのではないでしょうか。 

① － 

②検討している治水計画は、既往最大豪雨が基と

なっており、このときの降雨に対応できる計画と

しています。そのため近年の地球温暖化の影響に

よる気象変化にも、ある程度対応が可能と考えて

います。 

3 

①公表されている検討結果を読み矢原川ダム建設

が最適だと思います。ただし、工事費を抑えて早

期にダムを完成させ、地域の安全性を早期に確保

する必要があると思います。 

②ダム案の場合は周辺環境への影響を少なくする

必要があると思います。 

①工事費等コストの縮減に努めたいと思います。

②いずれかの代替案も環境に負荷を少なからず与

えるため、事業を実施する場合は環境への影響を

少なくするための配慮が必要と考えています。 

4 

①温暖化による異常気象の発現が事実味を帯びて

きている現状を考えると、現計画を速やかに実施

し、県民の財産と命を守ることが行政の責任と考

えます。 

① － 

5 

①公共事業のコンクリートで自然を破壊してしま

うのは将来の国土のあり方から考えて賛成できま

せん。 

②このような検討会などで非公開の会があります

が、全てを公開してパブリックコメントするべき

と考えます。透明性を高め一般県民の参加をもっ

と呼びかけて検討をする方法を考えてもらいたい

と思います。 

③巨額なダム建設を行うよりソフト面から生命・

財産を守る制度にシフトする時代だと思います。 

④委員会を一般募集するところから、もう一度時

間を掛けて検討し多くの意見を聞いてみてはどう

でしょうか。 

①  － 
②各種開催されている委員会の中には、自由な議

論が展開できるように委員会判断で全部または一

部を非公開としているものもあります。今回ダム

検証を行う《都治川・三隅川治水対策委員会》は、

報道機関への公開や一般傍聴を可能としており、

委員会開催後には全ての発言を記載した【議事録】

等を県ホームページで公開しています。 

③ － 

④委員の選定について、学識経験者・関係住民・

地方公共団体の長から選定し、幅広い意見をいた

だいているところです。また、広く一般からもパ

ブリックコメントを実施し意見をいただいていま

すので、再度の検討は考えていません。 
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表 5.3.2 パブリックコメントでの意見の要旨と島根県の考え方【2/2】 

No. 意見の要旨 意見に対する島根県の考え方 

6 

①治水対策は長い時間と膨大な予算が必要なの

で、途中においても時代の要請に応じて点検や見

直しを行う事は必要であると思いますが、それに

より治水対策の停滞や遅延を招いてはならないと

思います。 

②コストが最安価で用地取得も完了している矢原

川ダム案での治水対策を早急に進めるべきだと思

います。 

①三隅川における過去の災害では死者が発生する

など、甚大な洪水被害を受けています。大雨に不

安を感じることの無いよう、流域住民の方々の安

全・安心な生活基盤が早期に確保できるように、

今回の検討結果を早期に国へ報告し治水安全対策

の停滞・遅延を招かないようにしたいと思います。 

② － 

7 

①開発により上流の保水力がかなり失われている

と思います。森林保全による保水力の回復こそが

治水の早道だと考えます。 

①森林は中小洪水には一定の効果を果たしますの

で、森林の保水力の向上は大切なことと考えてい

ます。洪水の流出計算の過程でも森林の保水量は

見込んでいます。しかし、計画の対象としていよ

うな大雨が降った場合は森林から保水されること

なく流出する観測結果もあり、必要な治水機能を

森林の保全だけで確保する事は困難だと考えてい

ます。 

8 

①経済効果が高いのはダム方式であると思います

し、動植物への配慮も有効な方法が多々あるため、

ダムが環境に悪いとは一概には言い切れないと思

います。 

②そこにダムが必要かはダム周辺住民の意見を聞

くべきであり、遠隔の方の意見は除外すべきだと

思います。 

①いずれの代替案も環境に負担を少なからず与え

るため、事業を実施する場合は環境への影響を少

なくするための配慮が必要と考えています。 

②治水はその地域に直接係わることから地元の

方々の意見は重要だと考えています。一方、外部

の方の異なった視点での意見も大切だと考えてい

ます。 
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6. 対応方針 
6.1 ダム事業の対応方針 

島根県では、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づき検討した結

果、矢原川ダム（矢原川治水ダム建設事業）を継続実施とする。 

 

6.2 決定理由 
6.2.1 治水対策案の総合評価結果 

治水対策案については、まず、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に

参考例として示された治水の方策２６手法について、（１）実現性（土地所有者の協力見通し）

が高いのか、（２）治水安全度の向上・被害軽減効果が期待できるのか、という２つの観点から

三隅川流域の特性も合わせて概略評価を行い、５案を抽出した。 

抽出した５案は、１）矢原川ダム案、２）既存ダム有効利用案、３）遊水地案、４）トンネル

放水路案、５）河道改修案（河道の掘削、引堤、堤防のかさ上げの複合案）であり、これを同細

目で示された、定量的評価軸である、①安全度（被害軽減効果）、②コスト、定性的評価軸であ

る、③実現性、④持続性、⑤柔軟性、⑥地域社会への影響、⑦環境への影響、の７つの評価軸に

沿って評価した。 

その結果、コストと実現性の観点から矢原川ダム案が最も有利となった。 

ただし、検討委員会において、ダムで貯水することにより洪水後の濁水が長期化する恐れがあ

ることを指摘されるなど、環境への影響の対策を行っていく必要がある。 

 

6.2.2 検証対象ダムの総合評価 
上記に示した対策案の総合評価の結果、矢原川ダム案が最も有利となった。 

 

6.2.3 費用対効果 
矢原川ダムの費用対効果については、「治水経済調査マニュアル（案）平成 17 年 4 月」及び

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター 平成 22 年 2 月改正」に

基づき、費用対効果分析を行った。なお、費用対効果分析に用いた資産データは、表 6.2.1 に示

す。 

費用対効果分析の結果、矢原川ダムの全体事業費は 220 億円（残事業費 208.7 億円）で、平成

22 年度評価による費用対効果は、全体事業費で 1.48（感度分析：1.22～1.78）、残事業費では

1.63（同：1.35～1.98）となり、事業の投資効果を確認した。（表 6.2.2 参照） 
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表 6.2.1 資産算定に用いる基礎資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6.2.2 費用便益比算定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 検討委員会の対応方針の決定 
以上の結果から、島根県公共事業再評価委員会 都治川・三隅川治水対策検討委員会（以下、

「検討委員会」という。）は「矢原川ダム建設期成同盟会」が平成 20 年 10 月に発足しており、

地元の協力体制も出揃っていることから早期の実現性が見込まれること、さらには他の治水の選

択肢と比べ事業費が低いことや矢原川ダム案が三隅川水系河川整備計画達成の要件を満たして

いるとして、矢原川ダムによる事業の継続を採択し、知事へ意見を具申した。 

 

6.2.5 島根県の対応方針の決定 
島根県は検討委員会からの意見を受け、矢原川ダム（矢原川治水ダム建設事業）を継続実施と

する対応方針を決定した。 

単位：百万円

費用便益比

①治水施設 ②残存価値 ①建設費 ②維持管理費 (B/C)

22,280 627 14,863 573 1.48

22,280 627 13,459 573 1.63

全体事業 22,280 689 16,317 573 1.36

残事業 22,280 689 14,799 573 1.49

全体事業 22,280 564 13,635 573 1.61

残事業 22,280 564 12,118 573 1.80

全体事業 20,599 579 13,973 530 1.46

残事業 20,599 579 12,456 530 1.63

全体事業 24,098 678 16,039 620 1.49

残事業 24,098 678 14,522 620 1.64

全体事業 24,508 627 14,976 573 1.62

残事業 24,508 627 13,459 573 1.79

全体事業 20,052 627 14,976 573 1.33

残事業 20,052 627 13,459 573 1.47

全体事業 26,508 610 14,592 620 1.78

残事業 26,508 610 13,075 620 1.98

全体事業 18,539 637 15,214 530 1.22

残事業 18,539 637 13,696 530 1.35

感
度
分
析

残事業

項目

全体事業

+10%

-10%

Ⅳ.合成
（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）

Ⅱ.残工期　　

+10%

-10%

Ⅲ.便益　　

+10%

-10%

総費用(C)

+10%

-10%

Ⅰ.残事業費　

総便益(B)

資産項目  調査単位 調査方針 データ単位 
(メッシュ ) 備考 

延床面積 ・JACIC 発行（H12 基準）100m メッシュデータ  100m  
家屋  

世帯 ・平成 17 年度国勢調査 1km メッシュデータ 1km  
家庭用品 〃 〃 〃  

償却 事業所数・ 
従業員数 ・平成 18 年度事業所統計調査 1km メッシュデータ 1km  事

業

所 在庫 〃 〃 〃  
償却 農漁家数 ・平成 17 年度国勢調査 1km メッシュデータ 1km  

一  
般  
資  
産  

農

漁

家 在庫 〃 〃 〃  

水田  田面積 ・土地利用メッシュ 100m メッシュデータ（H18 基

準） 100m  農  
作  
物  畑  畑面積 〃 〃  

公共土木施設等  ・一般資産被害額との比率による   

参考 人口  ・平成 17 年国勢調査 1km メッシュデータ  
・統計データより 1 世帯あたりの構成人数を設定   

 


